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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
平坦部と、その平坦部を取り囲む周縁部とからなり、その周縁部の少なくとも一部が、周
縁と実質的に平行に連続的に伸び、上面方向に突出した帯状隆起部からなるフロアマット
であって；
前記の帯状隆起部の平坦部側の端縁と、前記の帯状隆起部の周縁側の端縁とが実質的に平
行であり；
前記のフロアマットの下面において、前記の帯状隆起部が、その帯状隆起部の長さ方向に
延びる溝を含み；
前記の帯状隆起部が、（１）圧力変化に対応して変形可能で、前記の帯状隆起部の長さ方
向に連続的に延びる変形可能領域と、（２）前記の変形可能領域の壁厚よりも厚い壁厚を
有し、圧力変化に対して帯状隆起部の形状を保持することができ、前記の帯状隆起部の長
さ方向に連続的に延びる形状保持領域とを含み；
前記の形状保持領域が、前記の帯状隆起部の平坦部側の側壁全体又は前記の帯状隆起部の
周縁側の側壁全体の少なくとも一方に存在する；
ことを特徴とする前記のフロアマット。
【請求項２】
請求項１に記載の形状を有するフロアマットをプレス成形することのできる一対の成形型
に、プレス成形可能温度に維持されたシート材料を送り、前記成形型により前記シートを
プレス加工し、個々のフロアマットに裁断することを特徴とする、請求項１に記載のフロ
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アマットの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、フロアマット及びその製造方法に関する。特には、フロアマットの周囲を壁に
接触させ、場合によっては周囲が折れ曲がる程度の力が加えられて、壁に接触させて配置
するフロアマット、例えば、自動車用フロアマット、あるいは店舗や家庭の入口用フロア
マットに関する。
【０００２】
【従来の技術】
例えば、自動車用フロアマットでは、フロアが汚れるのを防止すると共に、靴等に付着し
た、土、砂、泥、又は砂利などがフロアマットの外側へ飛散するのを防止するために、周
縁部に帯状隆起部の土手を設けて、周縁部を中央の平坦部よりも高くしたフロアマットが
知られている。この型のフロアマットの最も一般的な製造方法は、シート状材料をプレス
成形する方法であるので、中央の平坦部の壁厚と周縁の帯状隆起部の壁厚とが、一般にほ
ぼ同じ壁厚になる。従って、周縁の前記帯状隆起部の下面側は、帯状隆起部の形状に相当
する溝が形成されている。このように、前記帯状隆起部の下面側は溝状の中空部を有して
いるため、帯状隆起部を靴などで押圧した場合や、周縁が壁面に押しつけられた場合には
、帯状隆起部が変形し、フロアマットの位置ずれが起きたり、フロアマットの下に土砂な
どが入り込むという欠点があった。
【０００３】
こうした帯状隆起部の形状安定性を向上させるために、特開平６－２４２６５号公報には
、前記の溝内部に、中空の溝部分を横断方向（幅方向）に横切る線状リブ部を設けたフロ
アマットが開示されている。このフロアマットによれば、帯状隆起部の形状安定性は増強
されるが、帯状隆起部の溝天井部に横断方向に横切る線状リブ部を設けたために、逆に、
溝状成形部分（すなわち、帯状隆起部）を簡単に押し広げたり狭めたりして変形させるこ
とが困難になった。従って、溝状成形部分の形状を変化させることによって、例えば、フ
ロアマットとフロア壁とを密着させることが困難になり、かえってフロアマットとフロア
壁との間から、土砂などがフロアマットの下に侵入するという問題があった。
【０００４】
また、帯状隆起部の一部を、フロアマットの上面側から下面側の方向に部分的に突出させ
て、溝状成形部の内部に、不連続な独立突起部を周期的に設けることにより、帯状隆起部
の形状安定性を向上させることも考えられる。しかし、その突起部の上面側には、帯状隆
起部の一部が下面側に向かって陥没した窪みが形成されることになり、帯状隆起部の滑ら
かな表面形状が損なわれるので、デザイン的に不自然な印象を与える場合もあった。従っ
て、これとは別の観点からの解決手段が求められていた。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
従って、本発明の課題は、従来技術の前記の欠点を解消して、適度な形状保持性と変形性
とを有し、フロアマット周辺に接触する壁面に密着させて設置することが可能で、位置ず
れを起こしにくく、しかも土砂などがフロアマットの下に侵入しにくいと共に、帯状隆起
部の滑らかな表面形状を損なわずに、デザイン的にも優れたフロアマット、及びその製造
方法を提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
前記の課題は、本発明による、平坦部と、その平坦部を取り囲む周縁部とからなり、その
周縁部の少なくとも一部が、周縁と実質的に平行に連続的に伸び、上面方向に突出した帯
状隆起部からなるフロアマットであって；
前記の帯状隆起部の平坦部側の端縁と、前記の帯状隆起部の周縁側の端縁とが実質的に平
行であり；
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前記のフロアマットの下面において、前記の帯状隆起部が、その帯状隆起部の長さ方向に
延びる溝を含み；
前記の帯状隆起部が、（１）圧力変化に対応して変形可能で、前記の帯状隆起部の長さ方
向に連続的に延びる変形可能領域と、（２）前記の変形可能領域の壁厚よりも厚い壁厚を
有し、圧力変化に対して帯状隆起部の形状を保持することができ、前記の帯状隆起部の長
さ方向に連続的に延びる形状保持領域とを含み；
前記の形状保持領域が、前記の帯状隆起部の平坦部側の側壁全体又は前記の帯状隆起部の
周縁側の側壁全体の少なくとも一方に存在する；
ことを特徴とする前記のフロアマットによって解決することができる。
また、本発明は、前記の形状を有するフロアマットをプレス成形することのできる一対の
成形型に、プレス成形可能温度に維持されたシート材料を送り、前記成形型により前記シ
ートをプレス加工し、個々のフロアマットに裁断することを特徴とする、前記フロアマッ
トの製造方法にも関する。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明のフロアマットを、その１実施態様を示す図１～図４に沿って主に説明する
。図１は、本発明のフロアマット１を上面側から見た斜視図であり、図２は、そのフロア
マット１のコーナー部１ａ（図１の破線部）を切り取って、上面側から見た拡大部分斜視
図であり、図３は、図２のコーナー部１ａを下面側から見た拡大部分斜視図であり、図４
はそのコーナー部１ａの拡大部分断面図である。
【０００８】
フロアマット１は、成形した弾性軟質材料シートからなる下地層２と、カーペットなどか
らなる表材層３との積層体である。また、表材層を担持せずに、成形した弾性軟質材料シ
ートのみからなるフロアマット（図示せず）も、本発明で用いることができる。下地層２
には、滑り止めの突起２１を設けるのが好ましい。図１に示すように、本発明のフロアマ
ット１は、中央部の平坦部４と、その平坦部４を取り囲む周縁部４ａとからなり、周縁部
４ａは、周縁５１に添ってそれと実質的に平行に連続的に伸び、上面方向に突出した帯状
隆起部５を含む。また、図２～４に示すように、フロアマット１の下面には、帯状隆起部
５に相当する部分、すなわち、帯状隆起部５の裏側には溝６が形成されている。
【０００９】
図１に示すように、本発明によるフロアマット１の上面においては、前記の帯状隆起部５
の平坦部４側の端縁５ａと、前記の帯状隆起部５の周縁５１側の端縁５ｂとが実質的に平
行である。フロアマット１は、一般的に、少なくともその一辺（典型的には全周縁）を壁
面に接触させて用いるので、図１に示すように、コーナー部が、場合により弧状（平坦部
側に中心を有する弧状）になることがあることを除けば、他の辺は実質的に直線状である
。従って、本発明によるフロアマット１の上面においては、一般的には、前記の帯状隆起
部５の平坦部４側の端縁５ａは、実質的に直線状の端縁のみからなる場合（コーナー部は
角を形成する）、及び実質的に直線状の辺端縁と、平坦部側に中心を有するコーナー部の
弧状端縁とからなる場合がある。すなわち、一般的には、前記の帯状隆起部５の平坦部４
側の端縁５ａと平坦部４との境界線が、ジグザグ状又は波型の境界線になることはない。
帯状隆起部５の上面側には、その上面側表面から更にフロアマット１の上面方向へ突出す
る突起を設けないだけでなく、その上面側表面から逆にフロアマット１の下面方向へ陥没
した窪みも形成させないことが好ましく、帯状隆起部５の上面側は、滑らかな面からなる
のが好ましい。
【００１０】
帯状隆起部５は、側壁部６３と天井部６４とを含み、圧力変化に対応して容易に変形する
ことのできる領域、すなわち変形可能領域６１と、圧力変化に対して帯状隆起部５の圧力
の作用した箇所における形状を保持することのできる領域、すなわち形状保持領域６２と
からなる。図１～図４に示す態様においては、天井部６４が変形可能領域６１に相当し、
側壁部６３が形状保持領域６２に相当する。前記の変形可能領域６１と形状保持領域６２
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とは、それぞれ前記の帯状隆起部５の長さ方向に連続的に延び、しかも相互に平行なので
、変形可能領域６１と形状保持領域６２とは、それぞれ前記の帯状隆起部５の長さ方向に
平行に設けられる。
【００１１】
本発明のフロアマット１は、前記のとおり、一般的に、弾性軟質材料シートからなる下地
層２とカーペットなどからなる表材層３との積層体シートであるか又は表材層を担持しな
い弾性軟質材料シートであるので、前記の変形可能領域６１は可撓性を有している。また
、本発明のフロアマット１は、一般的に、周縁部４ａの周縁５１で壁面に密着するように
して用いる。従って、フロアマット１には、一般的に、その壁面に対して押す方向への圧
力（図４の矢印Ｂで示す方向）、又は壁面から引く方向への圧力（図４の矢印Ｃで示す方
向）が働く。例えば、帯状隆起部５に対して平坦部４の方向から、前記の押す方向（矢印
Ｂの方向）への圧力が加わった場合には、前記の変形可能領域６１を構成する天井部６４
がたわんで、溝６の幅を狭くすることができる。一方、帯状隆起部５に対して平坦部４の
方向へ引く方向（矢印Ｃの方向）への圧力が加わった場合には、たわんでいた天井部６４
を広げることにより、溝６の幅を元の長さに戻すことができる。前記の変形可能領域６１
は、こうした変形が可能な領域である。
【００１２】
本発明のフロアマット１においては、前記変形可能領域６１を、帯状隆起部５の天井部６
４、又は帯状隆起部５の側壁部６３の任意の位置に設けることができる。
前記変形可能領域６１の壁厚［例えば、図４に示すフロアマット１では、下地層２におけ
る天井部６４の厚さ（ｔ）］は、圧力変化に対応して変形可能である限り、特に限定され
るものではなく、帯状隆起部５の長さ方向及び／又は幅方向に関して、一定であることも
できるし、連続的に増加及び／又は減少させることもできる。変形可能領域６１の壁厚は
、変形可能領域６１に相当する天井部６４全体において、帯状隆起部５の長さ方向及び／
又は幅方向に関して、実質的に一定であるか、連続的に減少するか、あるいは、連続的に
増加することが好ましい。
【００１３】
本明細書において「変形可能領域の壁厚」とは、本発明のフロアマットが下地層と表材層
との積層体からなる場合には、その下地層の変形可能領域における厚さを意味し、本発明
のフロアマットが表材層を担持せずに、成形シートのみからなる場合には、その成形シー
トの変形可能領域における厚さを意味するものとする。
前記変形可能領域６１を、帯状隆起部５の一方の側壁部６３と、天井部６４とに設ける場
合には、前記側壁部６３の壁厚と天井部６４の壁厚とを一致させることもできるし、別々
の厚さにすることもできる。変形可能領域６１の壁厚は、例えば、下地層２の大きさや材
質に応じて適宜適当な値を決定をすることができ、ショアーＡ硬度７０前後の熱可塑性樹
脂の場合には、例えば、厚さ（ｔ）は、通常、０．８～１．５ｍｍであることが好ましい
。なお、この値は、変形可能領域６１の壁厚が変化する場合には、壁厚が最も薄い箇所の
値を示すものとする。
【００１４】
形状保持領域６２は、前記変形可能領域６１と平行して配置され、従って、帯状隆起部５
が配置されている部分には、その帯状隆起部５の長さ方向に平行して、形状保持領域６２
が変形可能領域６１と共に相互に平行に連続的に存在する。この形状保持領域６２は、前
記の変形可能領域の壁厚よりも厚い壁厚を有し、圧力変化に対して帯状隆起部の形状を保
持することができる。本発明のフロアマット１においては、前記形状保持領域６２を、帯
状隆起部５の側壁部６３の少なくとも一方、すなわち、帯状隆起部の平坦部側の側壁全体
又は帯状隆起部の周縁側の側壁全体の少なくとも一方に設ける。カールリンキングを防止
することができる点で、帯状隆起部の平坦部側の側壁全体に、前記形状保持領域６２を設
けることが好ましい。
【００１５】
図１～図４に示す態様においては、前記形状保持領域６２は、帯状隆起部５の周縁５１側
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の側壁部６３ａの側壁全体に設けられた形状保持領域６２ａと、帯状隆起部５の平坦部４
側の側壁部６３ｂの側壁全体に設けられた形状保持領域６２ｂとからなる。図１～図４に
示す態様は、形状保持領域６２を、帯状隆起部５の側壁部６３の両側面に設けた態様であ
るが、本発明のフロアマットにおいては、形状保持領域６２を側壁部６３の一方の側面に
のみ設けることもできる。カールリンキングを防止することができる点で、帯状隆起部５
の平坦部４側の側壁部６３ｂの側壁全体に、前記形状保持領域６２を設けることが好まし
い。
【００１６】
前記形状保持領域６２の壁厚［例えば、図４に示すフロアマット１では、下地層２におけ
る側壁部６３の厚さ（Ｔ）］は、下地層２における変形可能領域６１の壁厚よりも厚く、
しかも、圧力変化に対して帯状隆起部の形状を保持することができる厚さであれば特に限
定されるものではない。形状保持領域６２の壁厚は、形状保持領域６２に相当する側壁部
６３全体又は天井部６４全体において、帯状隆起部５の長さ方向及び／又は幅方向に関し
て、実質的に一定であることもできるし、連続的に減少させることもできるし、連続的に
増加させることもできる。従って、前記壁厚は、前記形状保持領域６２に相当する側壁部
６３全体又は天井部６４全体において、（１）一方の端部から別の端部に向かって（長さ
方向又は幅方向に関して）、連続的又は断続的に増加して、最大壁厚に達した後、連続的
又は断続的に減少することはなく、また、（２）一方の端部から別の端部に向かって（長
さ方向又は幅方向に関して）、連続的又は断続的に減少して、最小壁厚に達した後、連続
的又は断続的に増加することもない。
【００１７】
本明細書において「形状保持領域の壁厚」とは、本発明のフロアマットが下地層と表材層
との積層体からなる場合には、その下地層の形状保持領域における厚さを意味し、本発明
のフロアマットが表材層を担持せずに、成形シートのみからなる場合には、その成形シー
トの形状保持領域における厚さを意味するものとする。また、前記形状保持領域６２を、
帯状隆起部５の側壁部６３の両側面に設ける場合には、それぞれの壁厚を一致させること
もできるし、別々の厚さにすることもできる。帯状隆起部５の周縁５１側の側壁部６３ａ
の側壁全体に設けられた形状保持領域６２ａの壁厚よりも、帯状隆起部５の平坦部４側の
側壁部６３ｂの側壁全体に設けられた形状保持領域６２ｂの壁厚を厚くして、側壁部６３
ｂに剛性を付与すると、カールリンキングを防止することができる点で好ましい。
【００１８】
形状保持領域６２の壁厚は、例えば、フロアマット１の大きさや材質、帯状隆起部５の大
きさ、あるいは、変形可能領域６１の壁厚などに応じて適宜適当な値を決定をすることが
でき、変形可能領域６１の壁厚に対して、１．５倍～３倍であることが好ましい。形状保
持領域６２の壁厚がこの範囲内にあると、帯状隆起部に各種の方向の力がかかった場合に
、変形可能領域６１が優先的に屈曲領域（変形領域）となり、形状保持領域６２が充分な
形状保持作用を示すことができる。なお、前記の値は、形状保持領域６２の壁厚が変化す
る場合には、壁厚が最も厚い箇所の値を示すものとする。
【００１９】
帯状隆起部５の平坦部４側の側壁部６３ｂの溝側面６５ｂと、平坦部４の下面延長面との
角度［例えば、図４に示すフロアマット１における角度（θ）］は、変形可能領域６１が
成形時の状態（すなわち、本発明によるフロアマット１を床面に単に置いて敷いただけで
、特に力を加えていない状態）を基準として、４５～９０°であることが好ましい。前記
角度が４５°未満であると、カールリンキングを充分に防止することができないことがあ
り、また、垂直方向からの圧力によって形状保持領域６２が変形することがある。なお、
図６に示すように、帯状隆起部５の平坦部４側の側壁部６３ｂの溝側面６５ｂが曲面から
なり、前記溝側面６５ｂと、平坦部４の下面延長面との角度を決定することができない場
合には、前記溝側面６５ｂにおいて壁厚が最も厚い箇所における接線Ｌと、平坦部４の下
面延長面とのなす角度を、前記溝側面６５ｂと、平坦部４の下面延長面との角度とみなす
。
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【００２０】
帯状隆起部５の裏側に設ける溝６の高さ（深さ）は、特に限定されるものではなく、平坦
部４の厚さとの関係で適宜調整することができる。例えば、図４に示すフロアマット１に
おいて、溝６の高さ（ｈ）は、好ましくは５～２０ｍｍである。５ｍｍ未満では、土砂な
どの保持性が悪くなりやすいことがあり、２０ｍｍを越えると、溝６の保形性が悪くなり
やすいことがある。
【００２１】
これまでの説明から明らかなように、本発明によるフロアマットにおける「溝」とは、帯
状隆起部に形成され、天井部及びそれに連続する側壁部からなる窪みであって、しかも、
その内部に突出部を全く設けずに、溝内部全体を中空状態とした場合に、その壁厚が、前
記側壁部全体及び／又は前記天井部全体において、帯状隆起部の長さ方向及び／又は幅方
向に関して、実質的に一定であるか、連続的に減少しているか、あるいは、連続的に増加
している窪みを意味する。従って、溝６の断面形状（溝の幅方向断面形状）は特に限定さ
れないが、例えば、半円形、半楕円形、若しくは多角形［例えば、台形（図２～図４参照
）、正方形、天井部を長辺若しくは短辺とする長方形、若しくは三角形］、又はそれらの
組合せであることができる。
【００２２】
なお、本明細書における前記溝には、前記「天井部」及び前記「側壁部」が必ず含まれる
ものとし、前記溝における前記「天井部」とは、フロアマットの平坦部の下面延長面から
の高さ（深さ）が最大値を示す部分、又は最大値及びそれに準ずる値を示す部分を意味し
、前記溝における前記「側壁部」とは、前記天井部に連続し、溝の端縁まで伸びる部分を
意味するものとする。
溝の断面形状が、例えば、台形、正方形、又は長方形である場合には、溝の概ね中央部（
溝の幅方向に関して）に位置する水平部分（台形、正方形、又は長方形における上辺に相
当）が前記「天井部」に相当し、それに連続する部分（台形、正方形、又は長方形におけ
る側辺に相当）が前記「側壁部」に相当する。また、溝の断面形状が、例えば、半円形又
は半楕円形である場合には、溝の概ね中央部（溝の幅方向に関して）に位置する実質的に
水平な部分が前記「天井部」に相当し、それに連続する部分が前記「側壁部」に相当する
。また、溝の断面形状が、例えば、三角形である場合には、高さ（深さ）が最大値を示す
部分（三角形における頂点に相当）と、その両側に位置する近傍とが、前記「天井部」に
相当し、それに連続する部分が前記「側壁部」に相当する。
【００２３】
帯状隆起部５は、帯状隆起部の長さ方向に連続的に延びる形状保持領域６２を有するので
、各種の方向の力に対する充分な形状保持作用を示す。例えば、帯状隆起部を靴などで押
圧した場合や、周縁が壁面に押しつけられた場合であっても、形状保持領域６２によって
、優れた形状保持作用を示す。
【００２４】
次に、形状保持領域６２の別の態様を、図５及び図６に模式的に示す。図５及び図６は、
本発明によるフロアマット１の別の態様の模式的拡大部分断面図である。
図５は、形状保持領域６２が、帯状隆起部５の周縁５１側の側壁部６３ａの側壁全体に設
けられた形状保持領域６２ａと、帯状隆起部５の平坦部４側の側壁部６３ｂの側壁全体に
設けられた形状保持領域６２ｂとからなり、しかも、形状保持領域６２ａ，６２ｂを設け
た側壁部６３ａ，６３ｂの壁厚が、帯状隆起部５の天井部６４からフロアマットの下面方
向に向かって連続的に増加している態様を示す。この態様では、天井部６４の中央部が変
形可能領域６１となる。
図６は、形状保持領域６２が、帯状隆起部５の平坦部４側の側壁部６３ｂの側壁全体に設
けられた形状保持領域６２ｂと、帯状隆起部５の天井部６４に設けられた形状保持領域６
２ｃとからなり、しかも、帯状隆起部５の周縁５１側の側壁部６３ａ、帯状隆起部５の天
井部６４、及び帯状隆起部５の平坦部４側の側壁部６３ｂの壁厚が、連続的に変化してい
る態様を示す。この態様では、帯状隆起部５の周縁５１側の側壁部６３ａが変形可能領域
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６１となる。
なお、図５及び図６においては、カーペットなどからなる表材層を有さない態様のフロア
マットに関して説明したが、図５及び図６の説明は、表材層を有する積層体シート型フロ
アマットに関してもそのまま当てはまる。
【００２５】
本発明のフロアマット１では、図１～図４に示すように、その周縁部４ａの全体に帯状隆
起部５を設けるのが好ましいが、周縁部４ａの少なくとも一部に帯状隆起部５を設けるこ
ともできる。例えば、図１に示すフロアマット１〔辺（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）、
（ｅ）及び（ｆ）を有する〕を自動車の運転席用フロアマットとして使用する場合には、
運転者の足からの圧力が主に進行方向（図１の矢印Ａの方向）に加わる場合が多い。そこ
で、辺（ａ）、辺（ｃ）、及び辺（ｅ）に帯状隆起部５を設けると、前記の圧力による位
置ずれを有効に防ぐことができる。また、辺（ｂ）、辺（ｄ）、及び辺（ｆ）に帯状隆起
部５を設けると、運転席への乗降時の踏力による位置ずれを有効に防止することができる
。
【００２６】
本発明のフロアマットは、それが下地層と表材層との積層体からなる場合にはその下地層
用成形材料として、または表材層を担持せずに、成形シートのみからなる場合にはその成
形材料として、従来のフロアマットと同様に、熱可塑性樹脂、例えば、熱成形性のポリ塩
化ビニル、エチレン－酢酸ビニル共重合体、又はポリエチレン；熱可塑性エラストマー、
例えば、スチレン系熱可塑性エラストマー、ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー、又
はポリ塩化ビニル系熱可塑性エラストマー；熱硬化性樹脂、例えば、フェノール樹脂、ポ
リウレタン、又は不飽和ポリエステル樹脂；あるいは天然ゴム、又は合成ゴム、例えば、
スチレン－ブタジエンゴム、ブタジエンゴム、イソプレンゴム、又はニトリル－ブタジエ
ンゴムなどからなることができる。なお、熱成形性材料の硬度（ショアーＡ硬度）は、好
ましくは５０～９０、より好ましくは６５～８０である。
【００２７】
これらの中でも、熱可塑性エラストマーは比較的柔らかく、フロアー壁との密着性に寄与
するので好適に使用することができる。また、熱可塑性エラストマーは、再生利用が可能
であり、通常の成形機械で成形が可能であり、成形時間が短く、そして連続成形が可能で
あるなどの利点もある。
スチレン系熱可塑性エラストマーとしては、例えば、ポリスチレン－ポリブタジエン－ポ
リスチレン（ＳＢＳ）熱可塑性エラストマーや、ポリスチレン－ポリイソプレン－ポリス
チレン（ＳＩＳ）熱可塑性エラストマーなどを使用することができ、ポリオレフィン系熱
可塑性エラストマーとしては、例えば、ＥＰＤＭ（エチレン－プロピレン－ジエンコポリ
マー）などのオレフィン系ゴムとポリプロピレンなどのオレフィン系樹脂とのブレンド、
アロイ又はブロック共重合体などを使用することができ、ポリ塩化ビニル系エラストマー
としては、例えば、ニトリルゴムとポリ塩化ビニルとのブレンドなどを好適に使用するこ
とができる。なお、熱可塑性エラストマーを用いる場合には、架橋処理を行うことができ
る。
これら熱可塑性エラストマーの中でも、オレフィン系熱可塑性エラストマーは、軽量で、
耐候性に優れているため、好適に使用することができる。
【００２８】
本発明のフロアマットが下地層と表材層との積層体からなる場合には、その表材として、
例えば、タフテッドカーペット、ニードルパンチカーペット、又は織物基布などを使用す
ることができる。
【００２９】
本発明のフロアマットは、種々の方法によって製造することができるが、例えば、成形材
料が熱可塑性樹脂である場合には、図７～図９に示す、以下の方法によって製造するのが
好ましい。
すなわち、図７に示すように、ベルトコンベア１１ａ上を搬送される表材用カーペット１
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２（図示していない供給ロールから供給される）の上に、熱可塑性エラストマーシート１
３を押出成形ノズル１４から供給する。なお、押出成形ノズル１４から熱可塑性エラスト
マーシート１３をベルトコンベア１１ａ上に直接に供給し、その上にカーペット１２を載
せて、次の工程へ送ることもできる。続いて、場合により設けた緩衝部１５を経て、ベル
トコンベア１１ｂにより補助加熱器１７へ送る。補助加熱器１７では、エラストマーシー
ト１３を、次のプレス工程にて冷間プレスが可能な温度にまで加熱する。もっとも、エラ
ストマーシート１３の温度が成形加工温度に維持されて搬送されてくる場合には、補助加
熱器１７で加熱する必要はない。
【００３０】
続いて、ベルトコンベア１１ｂにより積層体を冷間プレス装置１８に搬送してからベルト
コンベア１１ｂを一時的に停止して、冷間プレス装置１８にて一対の成形型１８ａ，１８
ｂを順次上下させ、前記の積層体に、平坦部４と、平坦部４を取り囲む周縁部４ａに相当
する位置に帯状隆起部５と、そして場合により平坦部４の下面方向側の面に滑り止めの突
起２１とを形成させ、同時にカーペット１２とエラストマーシート１３とを接着させる。
次に、プレス成形された積層体を切断装置１９へ搬送し、個々の周縁５１で切断して本発
明のフロアマット１を製造し、ベルトコンベア１１ｃで搬送することができる。前記の冷
間プレス装置１８に切断手段を設け、プレス成形工程と切断工程とを同時に実施すること
もできる。また、冷間プレス装置１８及び切断装置１９による処理とベルトコンベア１１
ｂの一時的停止とを同期させるのが好ましい。なお、前記の緩衝部１５は、前記のベルト
コンベア１１ａによる一般的に連続的な搬送とベルトコンベア１１ｂによる一般的に断続
的な搬送とを調節するための緩衝部として設けるのが好ましい。
【００３１】
あるいは、図８に示すように、ベルトコンベア１１ａ上に熱可塑性エラストマーシート１
３を押出成形ノズル１４から供給し、ベルトコンベア１１ａにより補助加熱器１７へ送り
、続いて、その上に表材用カーペット１２（供給ロール１２ａから供給される）を載せる
。補助加熱器１７では、エラストマーシート１３を、次のエンボスローラ２０ａ，２０ｂ
によるプレス工程にて冷間プレスが可能な温度にまで加熱する。もっとも、エラストマー
シート１３の温度が成形加工温度に維持されている場合には、補助加熱器１７で加熱する
必要はない。なお、図８に示す工程で、ベルトコンベア１１ａ上を搬送されるカーペット
１２の上に、エラストマーシート１３を押出成形ノズル１４から供給することもできる。
【００３２】
続いて、ベルトコンベア１１ａによりエンボスプレス装置２０へ送る。エンボスプレス装
置２０において、エンボスローラ２０ａ，２０ｂ間に積層体を通過させ、前記の積層体に
、平坦部４と、平坦部４を取り囲む周縁部４ａに相当する位置に帯状隆起部５と、そして
場合により平坦部４の下面方向側の面に滑り止めの突起２１とを形成させ、同時にカーペ
ット１２とエラストマーシート１３とを接着させる。次に、プレス成形された積層体を、
ベルトコンベア１１ｂ及び場合により設けた緩衝部１５を経て、ベルトコンベア１１ｃに
より切断装置１９へ搬送し、ベルトコンベア１１ｃを一時的に停止して、個々の周縁５１
で切断して本発明のフロアマット１を製造し、ベルトコンベア１１ｄにより搬送すること
ができる。なお、前記の緩衝部１５は、前記のベルトコンベア１１ａ，１１ｂによる一般
的に連続的な搬送とベルトコンベア１１ｃによる一般的に断続的な搬送とを調節するため
の緩衝部として設けるのが好ましい。
【００３３】
更に、図９に示すように、平行に配置したエンボスローラ２０ａ，２０ｂに、表材用カー
ペット１２と熱可塑性エラストマーシート１３とを、それぞれ直接に、供給ロール１２ａ
及び押出成形ノズル１４から供給することもできる。この場合には、エラストマーシート
１３が、エンボス装置２０による冷間プレスが可能な温度で供給されるので、補助加熱器
を設ける必要はない。
エンボスプレス装置２０において、エンボスローラ２０ａ，２０ｂ間に表材用カーペット
１２と熱可塑性エラストマーシート１３との積層体を通過させ、前記の積層体に、平坦部
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り平坦部４の下面方向側の面に滑り止めの突起２１とを形成させ、同時にカーペット１２
とエラストマーシート１３とを接着させる。次に、プレス成形された積層体を、ベルトコ
ンベア１１ａ及び場合により設けた緩衝部１５を経て、ベルトコンベア１１ｂにより切断
装置１９へ搬送し、ベルトコンベア１１ｂを一時的に停止して、個々の周縁５１で切断し
て本発明のフロアマット１を製造し、ベルトコンベア１１ｃにより搬送することができる
。なお、前記の緩衝部１５は、前記のベルトコンベア１１ａによる一般的に連続的な搬送
とベルトコンベア１１ｂによる一般的に断続的な搬送とを調節するための緩衝部として設
けるのが好ましい。
【００３４】
以上、本発明のフロアマットの製造方法の例として、成形材料が熱可塑性樹脂である場合
について図７～図９に基づいて説明したが、成形材料が熱硬化性樹脂又は未加硫ゴムを用
いる場合には、前記冷間プレス装置１８に代えて、加熱プレス装置を用いて本発明のフロ
アマットを製造することができる。
【００３５】
本発明のフロアマットは、フロアマットの周囲を壁に接触させ、場合によっては周囲が折
れ曲がる程度に密着させて配置する用途、例えば、自動車用フロアマット、あるいは店舗
の入口用フロアマットや家庭の入口用フロアマットとして用いることができる。
【００３６】
【発明の効果】
本発明によるフロアマットは、帯状隆起部が可撓性を有するので、フロア壁との密着性に
優れ、土砂などがフロアマットとフロアとの間に侵入することを防止することができる。
また、形状保持領域によって形状保持性に優れているため、フロアマット上に土砂などを
保持することができる。更に、帯状隆起部を有するので、滑りにくく、しかも皺になりに
くい。また、形状保持領域の形状が帯状隆起部の上面に現れないので、デザイン的にも優
れている。更にまた、フロア壁との密着性に優れているため、従来必要であったテープに
よる処理やオーバーロック処理が不要になり、製造工程が簡略化され、製造コストも低下
する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の１態様のフロアマットを上面側から見た斜視図である。
【図２】図１のフロアマットのコーナー部を上面側から見た拡大部分斜視図である。
【図３】図１のフロアマットのコーナー部を下面側から見た拡大部分斜視図である。
【図４】図１のフロアマットの拡大部分断面図である。
【図５】本発明による別の態様のフロアマットの模式的拡大部分断面図である。
【図６】本発明による更に別の態様のフロアマットの模式的拡大部分断面図である。
【図７】本発明によるフロアマットの製造工程を模式的に示す説明図である。
【図８】本発明によるフロアマットの別の製造工程を模式的に示す説明図である。
【図９】本発明によるフロアマットの更に別の製造工程を模式的に示す説明図である。
【符号の説明】
１・・フロアマット；２・・下地層；３・・表材層；４・・平坦部；
４ａ・・周縁部；５・・帯状隆起部；６・・溝；
１１ａ，１１ｂ，１１ｃ・・ベルトコンベア；１２・・カーペット；
１３・・エラストマーシート；１４・・押出成形ノズル；１５・・緩衝部；
１７・・補助加熱器；１８・・冷間プレス装置；１８ａ，１８ｂ・・成形型；
１９・・切断装置；２０・・エンボスプレス装置；
２０ａ，２０ｂ・・エンボスローラ；２１・・突起；５１・・周縁；
６１・・変形可能領域；６２・・形状保持領域；６３・・側壁部；
６４・・天井部；６５ａ，６５ｂ・・溝の側面；６６・・溝の底面。
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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